
認知症の経過と医療の必要性

時間経過

重
症
度

急性期対応
•精神・行動障害
•合併症

鑑別診断

一般医療

日常生活介護

精神症状

精神症状

精神科医療

連携

ＢＰＳＤ
認知症の行動・心理症状

妄想、徘徊、誤認、幻覚、アパシー、不
安、不平を不言う、焦燥、抑うつ状態等
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認知症疾患治療に関わる主な診療報酬

特定入院料 看護配置 看護比率 補助者比率 診療報酬

認知症病棟入院料１ 20対1    20%※1  25対1※2 1. 60日以内 1450点
2. 61日以上 1180点

認知症病棟入院料２ 30対1    20%※3 25対1 1. 60日以内 1070点
2. 61日以上 970点

精神病棟入院基本料の重度認知症加算※4 100点

重度認知症患者デイ・ケア料 1040点
早期加算 50点※算定開始から１年以内

認知症専門診断管理料 500点
認知症患者地域連携加算 50点

※1 夜勤を伴う看護職員の数は2以上 ※2 看護補助者が夜勤を行う場合には看護職員の数は1以上
※3 夜勤を伴う看護職員の数は1以上

※4 重度認知症で、日常生活を送る上で介助が必要な状態で、入院時において認知症である老人の日常生活自立度判定基準にお
けるランクMに該当する者



精神科デイ・ケア

早期加算

食事提供加算

入院からの地域移行・発症早期の手厚いケアの促進

ショート・ケア デイ・ケア ナイト・ケア デイ・ナイト・ケア
重度認知症患者デ
イケア

小規模 275 点 550→590 点
500→540 点 1000→1040 点

大規模 330 点 660→700 点

（早期加算） 20 点 50 点 50 点 50 点

点数 （1日につき）

●算定開始から1年以内の場合の加算を創設
精神障害者の地域移行や早期支援を推進

※入院の場合は再度算定可能

１日あたり 20点 （ショートケア）
50点（その他）

●食事提供加算を本体報酬に包括化
療養の一環としての食事提供については報酬の範囲内
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往診料
患家の求めに応じて
患家に赴き診療

720点

主な加算
在宅療養支援
診療所・病院

それ以外

緊急 650点 325点

夜間 1,300点 650点

深夜 2,300点 1,300点

在宅患者
訪問診療料

在宅での療養患者に
定期的に訪問して診療
（特定の疾患・病状を除き

週3回を限度）

830点 （同一建物居住者以外）
200点 （同一建物居住者）

在宅時
医学総合
管理料

在宅療養を行う通院困難な
者に、計画的な医学管理の
下に月2回以上の定期的な

訪問診療を実施

在宅療養支援
診療所・病院

4,200点 （処方せん交付）
4,500点 （なし）

それ以外
2,200点 （処方せん交付）
2,500点 （なし）

在宅療養支援診療所・病院

患家に対する２４時間の窓口として、必要に応じて他の病院、診療所、訪問看護ステー
ション等との連携を図りつつ、２４時間往診、訪問看護等を提供する医療機関
＜要件＞
・２４時間連絡を受ける連絡先を患家に提供
・２４時間往診可能な体制の確保
・２４時間訪問看護可能な体制の確保
・緊急時の入院体制の整備（在宅療養支援診療所では連携機関でも可）
・連携機関との情報共有
※在宅療養支援病院は、２００床未満、又は、半径４ｋｍ以内に他の診療所がない病院に限る 等
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在宅診療に関する診療報酬



精神科訪問看護に係わる報酬（平成22年度時点）

6ヶ月未満退院患者 6ヶ月以上入院患者

3回まで 6回まで

複数職共同加算 複数職共同加算

5,550円(週3日目まで) 5,050円(週3日目まで)

6,550円(週4日目移行) 6,050円(週4日目移行)

複数名訪問加算 複数名訪問加算

急性増悪期算定 特別訪問看護
指示算定

時間加算 時間加算

24時間対応体制加算 ― 24時間対応体制加算 5,400円（1回/月）

24時間連絡体制加算 ― 24時間連絡体制加算 2,500円（1回/月）

 精神障害者施設入所中の複数患者への指導
 保健師、看護師又は作業療法士による

精神障害者施設入所中の複数患者への指導

 3時間超えは40点/時を加算（8時間以内）  3時間超えは400円/時を加算（8時間以内）

精神科退院指導料 320点（1回） 退院時共同指導加算 6,000円（1回）

※１）は医師の直接診察による指示が必要 ※特別訪問看護指示書の交付が必要

精神科訪問看護・指導料Ⅱ 160点（3回/週まで）　 訪問看護基本療養費（Ⅱ） 1,600円（3回/週まで）

450点 4,300円（1回/週まで）
※看護師と准看護師の場合は3,800円

 1）急性増悪日から連続7日間以内（1回/日）     急性増悪時には指示のあった日から起算して

 2）上記より1ヶ月以内の連続7日間以内（1回/日）     14日を限度として算定できる（1回/月）

精神科訪問看護・指導料Ⅰ 575点 訪問看護基本療養費（Ⅰ）

退院後3ヶ月以内
5回/週まで

退院後3ヶ月超え
3回/週まで 保健師､助産師､看護師､理

学療法士､作業療法士又は
言語聴覚士

准看護師
保健師､看護師､作業療法士又は精神保健福祉士

精神科を標榜する保険医療機関 　　　　　訪問看護ステーション（医療保険）

精神科退院前訪問指導料 380点 精神科退院前訪問指導料

―

320点

〈訪問看護管理療養費〉

初日：7,300円

2日目以降12日まで：2,950円
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認知症の医療体制に関する論点

• 認知症患者については、今後さらに増加が見込まれている。

• 認知症疾患医療センターの機能については、

＊ 本人に専門医療を提供する機能として、詳細な診断、周辺症状・身体疾患を

合併する認知症患者に対する急性期医療の機能、

＊ 地域に対する機能として、専門医療相談、地域連携、地域の保健医療福祉介

護職の研修機能、

などがあり、専門医療の提供に加え、サポート医を介した地域の医療機関との連

携や、介護事業者等との連携などが求められている。

以上の状況等を踏まえ、認知症疾患医療センターに求められる機能の程度や規模

を考慮し、設置数についてどのように考えるか。
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認知症の退院支援・地域連携パスに関する論点

• 認知症の地域連携パスについては、導入している施設は１割未満であったが、導入を希

望する医療機関は３割強であった。

• 「使用している・使用経験がある」との回答約１割のうち、パスの種類については、「退院

支援」のパスが最も多く、全体の７割であった。

また、「他院・他施設と連携あり」については、その約３割であった。

• 地域連携パスの作成や運用に関与している職種をみると、医療機関に配置されている

職種に比べ、医療機関に配置されていない職種（ケアマネジャー）では約１割であった。

• 同一患者に対する退院後の支援等のための会議については、開催しているが約５割で

あった。また、その会議に参加している事業者のうち、「認知症疾患医療センター」、「地

域の病院・診療所」の割合は、それぞれ約１割、約４割であった。

以上の状況等を踏まえ、 退院支援・地域連携パスの推進について、どのように考えるか。

22


